
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
農
業
振
興
地
域
の
変
更 

（
農
業
振
興
課
）　

　

一

〇
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

二

〇
育
種
母
樹
林
の
指
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生 

（
河　

川　

課
）　

　

四

〇
事
務
所
の
所
在
地
等
を
確
知
で
き
な
い
宅
地
建
物
取
引
業
者 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
一
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ま
き
ば
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

武
田　

和
浩

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
高
清
水
袖
山
六
十
二
番
地
十
八

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
等
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
本
人
と
家
族

に
対
し
、
心
の
居
場
所
作
り
、
自
立
・
教
育
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
共
に
、

そ
う
し
た
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
た
人
々
と
の
共
働
に
よ
り
、
誰
も
が
働
き
や
す
い

職
場
作
り
を
行
う
こ
と
で
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
成
長
し
、
か
つ
周
囲
と
調
和
し
、

安
心
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
三
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
七
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
十

一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

加
美
町
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域
中
「
字
鹿
原
新
堰
沢
」
の
下
に
「
、
字
木
伏
（
一
七
七
番
一
、
一
七
七
番
二
、
一

七
八
番
、
一
七
九
番
、
一
七
九
番
一
、
一
八
〇
番
、
一
八
〇
番
一
、
一
八
一
番
、
一
八
二
番
、
一
九
三
番
か
ら
二
〇
三

番
ま
で
、
二
〇
四
番
一
、
二
〇
四
番
二
、
二
〇
五
番
か
ら
二
〇
八
番
ま
で
、
二
〇
九
番
一
、
二
〇
九
番
三
、
二
一
〇
番

一
、
二
一
一
番
一
、
二
一
二
番
一
、
二
一
三
番
、
二
一
四
番
一
、
二
一
五
番
一
、
二
一
六
番
一
、
二
一
七
番
一
、
二
一
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事

業

所

番

号

〇
四
一
二
二
〇
〇
三
三
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

多
機
能
型
施
設
レ
イ
ン

ボ
ー
川
崎

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

川
字
北
原
二
十
二－

九

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

臥
牛
三
敬
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
一
月
一
日



七
番
二
、
二
一
八
番
一
か
ら
二
一
八
番
三
ま
で
、
二
一
九
番
一
か
ら
二
一
九
番
三
ま
で
、
二
二
〇
番
、
二
二
一
番
一
、

二
二
一
番
二
、
二
二
二
番
か
ら
二
二
七
番
ま
で
、
二
二
八
番
一
、
二
二
八
番
二
、
二
二
九
番
一
か
ら
二
二
九
番
三
ま
で
、

二
三
〇
番
か
ら
二
三
五
番
ま
で
、
二
三
六
番
一
、
二
三
六
番
二
、
二
三
七
番
一
、
二
三
七
番
二
、
二
三
八
番
か
ら
二
四

一
番
ま
で
、
二
四
二
番
一
、
二
四
二
番
二
、
二
四
三
番
一
か
ら
二
四
三
番
三
ま
で
、
二
四
四
番
一
、
二
四
四
番
二
、
二

四
五
番
か
ら
二
四
七
番
ま
で
、
二
四
八
番
一
、
二
四
八
番
二
、
二
四
九
番
、
二
五
〇
番
、
二
五
一
番
一
、
二
五
一
番
二
、

二
五
二
番
一
、
二
五
三
番
一
、
二
五
四
番
一
、
二
五
四
番
三
、
二
五
五
番
一
、
二
五
五
番
二
、
二
五
六
番
二
、
二
五
六

番
四
、
二
五
七
番
三
、
二
五
七
番
四
）、
字
下
川
原
向
（
一
番
一
、
一
番
二
、
二
番
一
か
ら
二
番
八
ま
で
）」
を
加
え
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
四
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

い
わ
で
や
ま
農
業
協
同
組
合

　
　

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
二
ツ
屋
三
十
九
番
地

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

　

大
崎
市
の
一
部
（
旧
岩
出
山
町
及
び
旧
鳴
子
町
）
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。）
の
区
域

三　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
地
売
買
等
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。）

四　

承
認
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
沖
富
地
区
土
地

改
良
事
業
（
農
村
災
害
対
策
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
六
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
種
母
樹
林
を

指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
四
十
六
号

三　

道
路
の
区
域
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指
定
番
号

宮
城
育

二
一－

一

樹　

種

ク
ロ
マ
ツ

所　
在　
場　
所

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡

字�
木
一
四

本　

数

三
六
五
本

面　
　

積

〇
・
三
九
ヘ

ク
タ
ー
ル

所　
　

有　
　

者

住　
　
　

所

仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

名　

称

宮
城
県

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

　

Ａ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
〇
〜

 

三
八
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
、
二
七
一
・
八

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び



〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
九
十
八
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
場
只
越
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

新
田
米
山
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

（3）　 平成21年11月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2110号　　 

登
米
市
東
和
町
錦
織
字
堀
の
内
三
六
番
三
地

先
か
ら

同
市
同
町
錦
織
字
東
大
谷
野
三
七
番
地
先
ま

で

前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

　
　
　

　

九
・
〇
〜

 

三
八
・
〇

一
九
・
〇
〜

一
二
五
・
〇

　
　
　

二
、
二
七
一
・
八

一
、
八
七
八
・
〇

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

変

更

の

区

間

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
岩
の
沢
三
六
番
四
地
先
か

ら同
市
同
町
米
谷
字
石
橋
八
二
番
二
地
先
ま
で

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
岩
の
沢
一
三
七
番
地
先
か

ら同
市
同
町
米
谷
字
岩
の
沢
一
三
六
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
八
〜

 

一
九
・
六

一
三
・
〇
〜三
〇
・
四

　

七
・
四
〜

 

一
〇
・
〇

　

七
・
八
〜一
三
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
七
五
・
〇

二
七
五
・
〇

一
一
〇
・
〇

一
一
〇
・
〇

変

更

の

区

間

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
二
〇
八
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
只
越
二
一
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
八
・
四
〜

 

五
八
・
五

一
八
・
四
〜

 

五
八
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
五
・
〇

二
五
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
迫
町
新
田
字
滝
四
三
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
新
田
字
舘
林
五
八
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
五
〜

 

三
九
・
〇

一
三
・
〇
〜

 

二
八
・
〇

一
二
・
五
〜

 

三
九
・
〇

　
　
　

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
一
六
・
〇

四
九
七
・
〇

六
一
六
・
〇

　
　
　

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
十
二
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

一
級
河
川
名
取
川
水
系
旧
笊
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
十
九
年
六
月
二
十
一
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
太
白
区
東
大
野
田
六
百
四
十
番
三
及
び
六
百
四
十
一
番
五

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

十
二
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
十
三
号

　

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消

す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
商
号

　
　

有
限
会
社
県
都
土
地
開
発

二　

代
表
者
の
氏
名

　
　

芹
澤　

宏
豈

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
四
丁
目
十
四
番
五
十
三
号

四　

免
許
年
月
日
及
び
免
許
番
号

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
八
日　

宮
城
県
知
事
（
五
）
第
三
千
九
百
三
十
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
千
三
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
山
土
地
改
良
区
役

員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

東　
　

野　
　

真　
　

人　
　
　

　

退
任
し
た
者

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

新
田
米
山
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
迫
町
新
田
字
滝
四
三
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
新
田
字
舘
林
五
八
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
一
月
二
十
四
日

退

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日

氏　
　
　

名

大

森

幸

司

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
幣
崎
百
二
十
二
番

地

役
職
名

理　

事

「

普

通

科

農

業

科

総

合

学

科

三
年
三
年
三
年

男
女
男
女
男
女

 　
　
　

 　
　
　

 
二
四
〇

二
〇
〇

 

四
〇

 　
　
　

二
〇
〇

 

四
〇

 　
　
　

」



 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（5）　 平成21年11月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2110号　　 

宮
城
県
石
巻
北

高　

等　

学　

校

総

合

学

科

三
年

男
女

二
四
〇
　
　
　

　
　
　

「

普

通

科

農

業

科

三
年
三
年

男
女
男
女
 　
　
　

 　
　
　

二
〇
〇

 

四
〇

二
〇
〇

 

四
〇

」


